
資料５
法 人 定 款 の 概 要

項 目 記 載 事 項

■産業技術に関する技術支援及び研究開発等を行い、産業技術の向上を図る。１ 目的
■山口県の産業振興、経済発展、県民生活の向上に寄与する。

地方独立行政法人山口県産業技術センター２ 名称

山口県３ 設立団体

山口県宇部市あすとぴあ 丁目 番 号４ 事務所の所在地 4 1 1

特定地方独立行政法人（公務員型）５ 特定地方独立行政法
人又は特定地方独立行
政法人以外の地方独立
行政法人の別

■定数 【考え方】６ 役員の定数、任期そ
・理事長 １人の他役員に関すること
・副理事長 １人 ＊中期計画 ５年 ５年 ５年
・理事 ３人以内

理事長 理事長 理事長 理事長・監事 ２人以内 ＊業務運営 ◎ ◎ ◎A B C D
年 年 年 年任期４ 任期４ 任期４ 任期４

■任期
理事長 理事長 理事長 理事長 理事長 理事長理事長 ４年（再任可：再任は、＋ 年＋ 年で最長８年まで） 再任例１) ◎2 2 A A A B B B（

任期４ 再任２年 再任２年 任期４年 再任２年 再任２年副理事長、理事 ４年（ 〃 ） 年
監事 ２年（再任可）

理事長 理事長 理事長 理事長 理事長（ ）再任例２ ◎ ◎A A B B C
※先行の地方独立行政法人の例を参考。 年 年 年任期４ 再任２年 任期４ 再任２年 任期４
理事長の再任は、 年毎にチェック機能を設ける。2

【参考】
■任命

理事長、監事は知事が任命する。 理事長 副理事長 理事 監事
副理事長、理事は理事長が任命する。

岩手県 人 人 人以内 人1 1 4 2

鳥取県 １人 － 人以内 人以内3 2

（任 期） 年 年 年 年 （再任可）4 4 4 2

○産業技術に係る試験、研究及び調査に関すること。７ 業務の範囲及びその
○産業技術に係る相談、支援、普及及び活用に関すること。執行に関する事項
○試験機器等の設備及び施設の提供に関すること。
○産業技術の研修に関すること。
○産業技術に関する情報及び資料の収集及び提供に関すること。
○前各号に掲げるもののほか、産業技術の向上を図るために必要な業務に関すること。
○法人の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。

■土地・建物を現物出資する。８ 資本金、出資金及び
資本金の額は、当該土地・建物の出資日の時価評価の価額資産に関する事項

山口県の県報に登載する。９ 公告の方法

山口県に帰属させる。10 解散に伴う残余財産
の帰属に関する事項


